
平成３０年３月１日 

石川県選挙管理委員会 

                                                      （直線 076-225-1282） 

                                                          （内線  3547～3549 ） 

 

 

石川県議会議員補欠選挙の法定選挙運動費用額について 

 

 

 平成３０年３月１１日執行予定の石川県議会議員補欠選挙に係る選挙人名簿の選挙時登録が 

３月１日に行われ、同日現在の選挙人名簿登録者総数が定まった。 

 これにより、当該選挙における法定選挙運動費用額(選挙運動に関する支出限度額)は、公職選挙

法の規定により、次のとおりとなった。 

  金 沢 市 選 挙 区   ５，８５８，５００円 

  七 尾 市 選 挙 区   ５，８１８，０００円 

  能美市能美郡選挙区   ５，７６６，８００円 

  なお、当委員会は、この額を３月２日に告示する。 

 

［算定方法］ 

８３円 × 
３月１日現在の当該選挙区の選挙人名簿登録者数 

＋ ３９０万円 
当該選挙区の議員定数 

                            （１００円未満の端数は切り上げ） 

 

（参考） 

 １ ３月１日現在の各選挙区の選挙人名簿登録者数 

     金 沢 市 選 挙 区   ３７７，５２９人 

     七 尾 市 選 挙 区    ４６，２１６人 

     能美市能美郡選挙区    ４４，９８３人 

   各選挙区の議員定数 

     金 沢 市 選 挙 区   １６人 

     七 尾 市 選 挙 区    ２人 

     能美市能美郡選挙区    ２人 

  

２ 平成２７年４月１２日執行の石川県議会議員選挙の法定選挙運動費用額 

     金 沢 市 選 挙 区   ５，７９９，２００円 

     七 尾 市 選 挙 区   ５，８５０，４００円 

     能美市能美郡選挙区   ５，７００，７００円 
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